
玉村町の早春のお祭りが開催されます玉村町の早春のお祭りが開催されます玉村町の早春のお祭りが開催されます
歴史と伝統あふれるお祭りに出かけてみよう！

※地域主催のお祭りのため、時間などに変更が出る場合があります。

生涯学習課文化財係
☎30－6180

　起源は江戸時代の元禄年間（1688～1704）といわれ、疫病が流行した当時、
転んで鍋の墨が顔についた女性が病気にならなかったことから始まったと伝えられ
ています。
期日　２月11日（火・祝）　　集合場所　上福島公民館（上福島1001）

　江戸時代元禄年間（1688～1704）から続く獅子舞で、氏子の安泰と五穀豊穣、
悪魔払いを祈願します。
期日　２月11日（火・祝）　　集合場所　上新田公民館（上新田1880－1）
時間 午前９時30分・・・・・・・

午前９時45分頃・・・
　　　
　　　

午後３時頃・・・・・・・・・・・・

　農耕開始の祭礼として、あらかじめその年の豊作を祝います。江戸時代以降伝えられ
てきたと考えられます。祭りの最後にふりまかれる鍬やみかん・ゴシモチ（切り餅）のな
かで１つだけの初穂を拾った人はその年必ず豊作になるといわれています。
期日　２月11日（火・祝）　　集合場所　神明宮（樋越412－４）

　養命寺境内の北向き地蔵堂にある３体の地蔵のうち、一体の小さな地蔵を厨子に
入れ、子どもたちが元気よく「地蔵様わっしょい」と連呼しながら地域をまわり、
各家では家内安全などを祈願します。

期日　２月の日曜日　日程・時間未定
　　　（決まり次第歴史資料館ホームページにてお知らせします）
集合場所　養命寺（箱石342－1）

町重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

国指定重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

上新田公民館出発
稲荷神社にて奉納の舞、その後地区内を練り歩いて上新
田区内（県道142号線、旧日光例幣使道沿い東西両端）
で四方固めのボンデンを舞い、昼食休憩後、公民館にて
獅子舞を披露
終了予定

時間 午後３時頃・・・・・・・・・・・・
　
　
午後３時30分頃・・・
午後４時頃・・・・・・・・・・・・

原森公民館に集合した鍬持たちが神明宮に向かう
神明宮の拝殿で神主・禰宜・氏子総代・鍬持たちにより
祭典が行われる。
境内で春鍬祭の本番が執り行われる
終了

時間 午前８時30分・・・・・・・
午前８時45分頃・・・
午後１時・・・・・・・・・・・・・・・・
午後４時頃・・・・・・・・・・・・

祈願
出陣　東の地区から順に家をまわる
公民館出発
終了予定

ね    ぎ

ず    し
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購
入
引
換
券
が
役
場
に
返
送
さ

れ
て
い
る
人
（
届
か
な
い
人
）
が

い
ま
す
。
お
心
当
た
り
の
あ
る
場

合
は
、
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
販
売

は
勤
労
者
セ
ン
タ
ー
（
下
新
田
２

２
７̶

１
）
で
平
日
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
の
間
に
行
っ
て
い
ま
す
。

連
絡
先
（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

健
康
福
祉
課　
☎（
61
）８
１
３
１

　

第
６
次
玉
村
町
総
合
計
画
の
策

定
に
あ
た
り
、
本
町
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
重
要

と
考
え
、
ま
た
ど
の
程
度
満
足
し

て
い
る
か
町
民
の
皆
さ
ん
が
日
頃

感
じ
て
い
る
こ
と
を
お
伺
い
し
、

住
み
良
い
と
感
じ
て
い
た
だ
け
る

施
策
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
基

礎
調
査
と
す
る
た
め
、
「
町
民
の

重
要
度
・
満
足
度
調
査
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
調
査
票
の
届
い
た

人
は
、
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
誠
に
恐

縮
で
す
が
、
玉
村
町
の
よ
り
良
い

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
調
査
に
ご

協
力
を
願
い
し
ま
す
。

調
査
対
象　

町
内
在
住
の
満
20
歳

以
上
80
歳
以
下
の
男
女
１
，
０

０
０
人
（
無
作
為
抽
出
）

※

調
査
の
結
果
は
す
べ
て
統
計
処

理
を
行
い
、
個
人
名
や
ご
家
庭

の
事
情
が
外
部
に
出
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
調

査
は
他
の
目
的
に
使
用
す
る
事

は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
方
法　

郵
送
に
よ
る
調
査
票

の
配
送
・
回
収
方
式

調
査
票
送
付
日　

１
月
６
日（
月
）

受
付
期
限　

１
月
31
日
（
金
）

　

町
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

に
対
し
、
児
童
を
心
身
と
も
に
健

や
か
に
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
修
学
給
付
金
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

受
給
資
格　

令
和
２
年
１
月
１
日

現
在
、
町
に
３
ヵ
月
以
上
住
所

を
有
す
る
人
で
、
義
務
教
育
期

間
中
の
児
童
を
養
育
す
る
父
ま

た
は
母
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る

人
、
交
通
遺
児
の
保
護
者
。
た

だ
し
、
受
給
資
格
の
あ
る
人
が

事
実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合

な
ど
は
、
支
給
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

給
付
額　

当
該
児
童
１
人
に
つ
き

年
額
１
万
５
千
円

申
請
期
間　

１
月
20
日
（
月
）
〜

２
月
10
日
（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

申
請
場
所　

子
ど
も
育
成
課
（
役

場
３
階
②
番
窓
口
）

申
請
に
必
要
な
も
の　

印
鑑
（
ス

タ
ン
プ
印
は
不
可
）
、
保
護
者

名
義
の
通
帳
、
そ
の
他
書
類
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き
を
し

て
い
な
い
人
は
、
申
請
者
の
戸

籍
謄
本
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

「
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
、
改
正
法
）
」

が
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
全

面
施
行
と
な
り
ま
す
。
改
正
法
全

面
施
行
後
は
、
飲
食
店
、
オ
フ
ィ

ス
・
事
業
所
な
ど
多
く
の
人
が
利

用
す
る
施
設
は
原
則
屋
内
禁
煙
と

な
り
ま
す
。
（
一
部
飲
食
店
で
は

経
過
処
置
が
あ
り
ま
す
。
）
飲
食

店
、
事
業
所
等
の
皆
さ
ん
を
対
象

に
、
改
正
法
の
制
度
説
明
、
施
設
・

設
備
の
整
備
方
法
、
支
援
制
度
等

を
紹
介
す
る
た
め
、
説
明
会
を
実

施
し
ま
す
。

日
時　

２
月
26
日
（
水
）

　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

会
場　

伊
勢
崎
市
民
プ
ラ
ザ　

ホ

ー
ル

対
象　

県
内
の
事
業
所
・
飲
食
店

等
施
設
管
理
者
等
（
事
業
所
、

飲
食
店
、
工
場
、
ホ
テ
ル
・
旅

館
等
）
、
改
正
健
康
増
進
法
に

関
わ
る
関
係
者
等

費
用　

無
料

申
込
方
法　

群
馬
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.pref.gunm

a.

　

jp/02/d29g_00229.htm
l

　

左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
直

　

接
申
込
可
能
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

群
馬
県
保
健
予

　

防
課
健
康
増
進
・
食
育
推
進
係

　

☎
０
２
７（
２
２
６
）２
４
２
７

　

伊
勢
崎
保
健
福
祉
事
務
所
保
健

　

係　

☎（
25
）
５
０
６
６

経
済
産
業
課

☎（
64
）７
７
０
９

企
画
課

☎（
64
）７
７
１
１

町
民
の
重
要
度
・
満
足
度

調
査
の
実
施
に
つ
い
て

受
動
喫
煙
防
止
対
策
説

明
会
を
実
施
し
ま
す

子
ど
も
育
成
課
☎（
64
）７
７
１
９

玉
村
町
母
子
・
父
子
家

庭
児
童
お
よ
び
交
通
遺

児
修
学
給
付
金
の
お
知

ら
せ

「
玉
村
町
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
」
の
販
売
は
、

１
月
31
日
（
金
）
ま
で

で
す

2広報たまむら　おしらせ版　　令和2年1月号

　マイナンバーの受け取り日曜窓口は予約制です。利用する場合は、必ず平日の午後５時までにお
電話にてご予約ください。ご予約がない場合のお取り扱いはできません。マイナンバー（通知カー
ド・個人番号カード）をまだ受け取っていない人はご予約の上、お早めにお受け取りください。
　受け取りに必要な書類などについてはお問い合わせください。
※代理人での受け取りについては必ず事前にお問い合わせください。

マイナンバー受け取り日曜窓口マイナンバー受け取り日曜窓口マイナンバー受け取り日曜窓口 住民課住民係
☎64－7701

【個人番号カード】

【通知カード】

1月26日 ／ 2月23日  午前９時～午後1時まで



3

アクアビクスのご案内アクアビクスのご案内

教 室 名 内　　容 期　　間 時　間 対　　象
親子教室

幼児アクアリズム教室
（年少・年中）

幼児アクアリズム教室
（年長）

初心者水泳教室

初級者水泳教室

中級者水泳教室
（Ｂクラス）

中級Ｂ
スペシャル教室

中級者水泳教室
（Ａクラス）

クロール・背泳ぎ
水泳教室

平泳ぎ・バタフライ
水泳教室

上級者水泳教室

水慣れ・水遊び中心です

水の中で行うリズム運動（水慣
れ）を通じて、楽しく自然に水と
触れあうことを学びます

これから水泳をはじめたい人、水
慣れを中心に行います

クロール、背泳ぎで25Ｍ泳ぐこと
が目標です

クロール、背泳ぎで25Ｍ以上泳ぐ
ことが目標です

クロール、背泳ぎで25Ｍ以上と平
泳ぎ、バタフライの初歩の練習で
す

クロール、背泳ぎのレベルアップ
と平泳ぎバタフライの練習です

クロール、背泳ぎのレベルアップ
が目標です

平泳ぎ、バタフライの初歩の練習
です（中級Ｂ程度泳力がある人）

クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタ
フライのレベルアップが目標です

4/2～6/11木曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/3～6/12金曜日（全10回）

4/7～6/16火曜日（全10回）

4/7～6/16火曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/7～6/16火曜日（全10回）

4/2～6/11木曜日（全10回）

4/3～6/12金曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/7～6/16火曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/2～6/11木曜日（全10回）

4/3～6/12金曜日（全10回）

4/1～6/17水曜日（全10回）

4/2～6/11木曜日（全10回）

4/3～6/12金曜日（全10回）

10:30～ 11:15

15:45～ 16:30

10:15～ 11:15

11:15～ 12:15

10:15～ 11:15

12:15～ 13:15

11:30～ 12:30

11:30～ 12:30

11:15～ 12:15

13:30～ 14:30

12:15～ 13:15

19:00～ 20:00

13:30～ 14:30

12:30～ 13:30

12:30～ 13:30

14:30～ 15:30

19:00～ 20:00

13:30～ 14:30

１歳から年少まで（保護者１：子１）

平成27年4月2日～平成29年4月1日生
まれの幼児

平成26年4月2日～平成27年4月1日生
まれの幼児

一般（16歳以上）
はじめてプールに入る人、水がまだ怖い
人にお勧めのコースです

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎをはじめたい人のコー
スです

一般（16歳以上）
綺麗なフォームで長い距離を泳ぐことを
目標とします

一般（16歳以上）
平泳ぎ・バタフライの初歩まで取得した
いという人のコースです

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎの上達、平泳ぎ・バタ
フライ25Ｍ完泳を目指す人のコースで
す

一般（16歳以上）
クロール・背泳ぎのレベルアップをした
い人のコースです

一般（16歳以上）
平泳ぎ・バタフライを練習したいという
人のコースです

一般（16歳以上）
4種目をよりきれいにより長く泳ぐこと
を目標とします

開
催
時
間

上級者

中級Ａ

平泳ぎ・バタフライ

中級Ｂスペシャル（平/バタ初歩）

中級Ｂ（クロール/背泳ぎレベルアップ）

クロール・背泳ぎ

初級者（クロール/背泳ぎ25ｍ）

初心者（水慣れ～バタ足）

上級者

中級Ａ

平泳ぎ・バタフライ

中級Ｂスペシャル（平/バタ初歩）

中級Ｂ（クロール/背泳ぎレベルアップ）

クロール・背泳ぎ

初級者（クロール/背泳ぎ25ｍ）

初心者（水慣れ～バタ足）

教室のステップアップガイド教室のステップアップガイド

やさしい

B&G海洋センター ☎64－5311令和2年度 春季水泳教室参加者募集！

玉村町Ｂ＆Ｇ海洋センター（屋内温水プール）飯倉59－4 ☎64－5311　指定管理者：株式会社　ＮＳＰ群馬
営業時間：10月～3月（午前10時～午後8時30分）　月曜 休場日　※月曜日が祝日の場合も休館日になります。 

  　 火曜日 19:00～19:45
　　木曜日 13:40～14:25
  　 金曜日 10:30～11:15、19:00～19:45
  　 土曜日 10:30～11:15（土曜日は水中ウォーキング中心のアクアです）

参 加 費　３２０円/回（施設利用料別途必要）
参加方法　受付にて申込用紙に記名し、参加費をお支払いのうえ、プールに
　　　　ご集合ください。

　アクアビクスは水泳と違い、音楽に合わせて体を動かすことで楽しく、有
効な有酸素運動が確保できます。

申込日時　２月９日（日）から営業時間内（午前10時～午後８時）に海洋センター窓口へ参加費、印鑑を持参の上、直接お申
し込みください。なお、申込書を持ち帰ることは出来ません。
申込方法　①親子、幼児アクアリズムの教室は抽選となります。［申込締切　２月25日（火）］
　　●申し込み時に抽選番号をお渡しします。（申し込みは一人一教室）
　　●発表は2月26日（水）に玉村町Ｂ＆Ｇ海洋センター館内およびホームページにてお知らせします。
　　●発表後、3月22日（日）までにご入金ください。それ以降はキャンセル扱いとさせて頂きます。
　　②初心者、初級、中級ＡＢ、上級は先着順となります。定員になり次第締切りとなります。
注意事項　①2月15日（土）までは一人一教室（本人、家族のみ）の申し込みとなります。尚、2月16日（日）から複数の
教室申し込みが可能です。※申込者が２人以下の場合、教室の開催を中止する場合があります。
　②施設使用料（大人町内３２０円、町外４８０円）（高校生以下町内１００円、町外１５０円）が必要です。
定　員　親子は30組、幼児アクアリズムは各30人、成人対象の教室は各16人。
参加費　２，１４０円（10回コース）※キャンセル返金は令和２年３月22日（日）までです。
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公民館

西部公民館・諏訪神社南・東部公民館

（2月）

1日

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日

休 館 日

上陽地区

芝根地区

玉B地区

休 館 日

休 館 日

休 館 日

休 館 日

休 館 日

芝根地区

芝根地区

休 館 日

上陽地区

上陽地区

上陽地区

玉A地区

玉A地区

玉 A 地 区

玉A地区

玉B地区

玉B地区

玉B地区

開 館

開 館

開 館

開 館

開 館

ふれあいステージ

2 月 の お 知 ら せ
4日（火）、5日（水）、14日（金）は、
自主事業開催。一般利用の巡回送迎はあ
りませんので、ご了承ください。
20日（木）は、ふれあいステージを開
催。【参加受付は、1日（土）からです。】

湯ったりふれあい交流　参加支部表

 2 月  4日

 2 月  5日

 2 月14日

6丁目・上飯島・角渕・小泉
下之宮・福島・飯塚第1・飯塚第2
9丁目・与六分・上之手・上茂木
板井第1・板井第2・藤川・上樋越
5丁目・上新田・宇貫・斎田
五料第1・五料第2・上福島・中樋越

休館日
天皇誕生日

休館日
振替休日

休館日
建国記念の日

湯ったり
ふれあい交流

湯ったり
ふれあい交流

湯ったり
ふれあい交流

　

公
的
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
時

や
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
る

な
ど
、
万
が
一
の
こ
と
が
起
こ
っ

た
と
き
の
た
め
に
、
み
ん
な
が
加

入
し
て
保
険
料
を
出
し
合
う
こ
と

に
よ
り
、
経
済
的
に
支
え
合
う
制

度
で
す
。

　

ま
た
、
働
く
世
代
が
納
め
る
保

険
料
が
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る

「
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い
」
の

仕
組
み
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
年
金
の
給
付
に
必
要

な
費
用
の
２
分
の
１
（
平
成
20
年

度
ま
で
は
３
分
の
１
）
は
国
の
負

担
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
基
づ
い

た
公
的
年
金
は
、
少
子
高
齢
化
の

進
行
や
、
予
測
で
き
な
い
経
済
の

変
動
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
将
来
に
わ
た
っ
て
同
じ

価
値
の
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
ご
自
分
や
家
族
の

長
い
将
来
を
展
望
し
て
、
公
的
年

金
が
ど
ん
な
に
大
切
な
も
の
か
今

一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

も
し
、
あ
な
た
が
公
的
年
金
制

度
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
り
、

保
険
料
を
納
め
て
い
な
か
っ
た
り

し
た
ら
、
き
ち
ん
と
加
入
し
て
忘

れ
ず
に
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

住
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎（
64
）７
７
０
２

公
的
年
金
は
世
代
と
世

代
の
支
え
合
い
で
す
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